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米穀の新用途への利用の促進に関する
基本方針等の検討について 

参考資料 ３ 



○ 米粉用米・飼料用米をめぐる状況 （基本方針等の検討） 

○ 米粉用米・飼料用米については、その生産・利用を促進するため、平成２１年度に「米穀の新用途への利用の促進に関する 
 法律」を制定し、同法に基づく基本方針を定めるとともに、生産製造連携事業制度（累計認定数５６件）や水田活用の直接支払 
 交付金を始めとする各種の支援施策を講じてきたところ。 
○ これらの施策により、米粉用米の利用量は、平成２１年度の５千トンから平成２５年度には２５千トンと着実に増加したものの、 
 近年、その伸びは鈍化している。 
○ また、飼料用米は、平成２５年産において備蓄米・加工用米の推進から一時的に減少したものの、水田活用の直接支払交付 
 金や地域におけるマッチングの推進等によって生産・利用は拡大しており、潜在的な需要を踏まえれば、今後も利用拡大が期 
 待されるところ。 
○ このような状況の中で、米穀の新用途への利用の促進に関する法律は施行（平成２１年７月１日）から５年を経過したところで 
 あり、おおむね５年ごとに定めることとされている同法に基づく基本方針（同法施行令第４条）等について、所要の検討を行う必 
 要がある。 
○ このため、今後、米粉用米・飼料用米の生産・利用の拡大に向けた課題について関係者のご意見を伺いながら、次期食料・ 
 農業・農村基本計画の議論・検討の状況等も考慮して検討を進めていくこととする。  

米粉用米・飼料用米に対する施策 生産量・利用量の推移 

飼料用米

生産量 利用量 生産量

１９ － － 1.7

２０ 0.6 － 8.0

２１ 13 5 23.3

２２ 27.8 13 81.2

２３ 40.3 17 183.0

２４ 34.5 23 183.4

２５ 21.0 25 115.4
注）　農林水産省調べ

年度
米粉用米

（単位：千トン） 年度 米粉用米 飼料用米

１９ － －

２０

２２

２３

２４

２５

２１

・水田活用の直接支払交付金（８万円／１０ａ）

・平成２６年産からの数量払導入を決定（１２月）

・次期の食料・農業・農村基本計画決定に向けた検討が開始（２６年３月。→ ２７年３月決定予定）

・水田等有効活用促進事業（５．５万円／１０ａ）

・需要即応型水田農業経営確立事業（２．５万円／１０ａ）

・米穀の新用途への利用の促進に関する法律が施行（７月）

・現行の食料・農業・農村基本計画が決定（２２年３月）

・米粉用米、飼料用米への生産支援が開始（地域水田農業活性化緊急対策 ５万円／１０ａ）

・水田利活用自給力向上事業（８万円／１０ａ）

・水田活用の所得補償交付金（８万円／１０ａ）

同 上

・「米粉倶楽部」による官民一体の米粉消費拡大運動

・米粉製粉コスト低減技術開発、小麦粉とのミックス粉等の新たな

米粉製品開発を支援

・民間米粉利用拡大事業（全国米粉料理レシピコンテスト）を支援

・飼料用米集出荷施設の整備の支援を決定（２５補正予算）

・飼料用米保管場所の整備の支援を決定（２５補正予算）



○ 米穀の新用途への利用の促進に関する法律の枠組み 

○ 米粉用米・飼料用米の利用を促進し、水田の有効活用と食料の安定供給を確保する観点から、平成２１年に米穀の新用途 
 への利用の促進に関する法律（平成２１年法律第２５号）が制定された。 
 
○ 同法の基本方針については、おおむね５年ごとに定めることとなっている（現行基本方針は平成２１年８月に決定）。 

農
林
水
産
大
臣
 

   
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 
  25年度末累計交付額： 米粉用米 6,761,763千円 

飼料用米   51,954千円   
・食品安定供給施設整備資金（日本政策金融公庫）  

25年度末累計融資額： 米粉用米 2,879,000千円 
  飼料用米              －円  

・３０％特別償却（米粉・飼料製造設備、パン・麺製 
 造設備） 

25年度末累計適用額： 182,018千円   

基 本 方 針 

決 定 認 定 

生産製造連携事業計画等 

各種支援措置 

● 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関 
 係機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければなら 
 ない。 【法第３条第５項】  
 
● 法第３条第１項の基本方針は、おおむね５年ごとに定めるものとする。【施行令第４条】  
 

    【生産製造連携事業計画】 
生産者、製造事業者（必須）、促進事業
者（二次加工事業者等）が連携して計
画を作成し申請 

・ 情報の提供、研究開発の推進・成果の普及その他の必要な施策 
・ 利用促進の意義に対する国民の関心・理解の増進 



○ 米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針（平成２１年農林水産省告示第１１１２号）の概要 

第一 米穀の新用途への利用の促進の意義 
 
 ○法制度制定に至った背景、食料供給力強化の上で水田 
   の維持・有効活用が重要であること、そのため、米粉用 
   米・飼料用米の生産・利用の拡大・定着を図る必要があ 
   ることを記載。 

第二 米穀の新用途への利用の基本的な方向 
 
 ○生産者と製造事業者等の連携の必要性、特に、飼料用 
   米に関して、まとまった数量で安定的に供給できる流通 
   ルートの確立に全力を挙げるべきこと、競合する原料と 
   競争し得る価格で供給する必要性、消費者ニーズ等を 
   踏まえた商品開発の必要性等について記載。 

第三 生産製造連携事業及び新品種育成事業の 
    実施に関する基本的な事項 
 
 ○生産製造連携事業について、第二の基本的な方向に 
   即して目標を設定し、その達成のための整合的・具体的 
   な措置を掲げること、新品種育成事業について、収量の 
   増加・加工適性などの目標を設定すること、並びにこれ 
   ら事業の計画期間について記載。 

第四 米穀の新用途への利用の促進に関する重 
    要事項 
 
 ○国等関係者は、生産者と需要者とのマッチングに努める 
   とともに、実需者に対し、米粉を利用した製品の特性・   
   飼料用米を畜産物に与える効果等の情報を提供するこ 
   と、消費者に対し米粉用米・飼料用米の利用促進の意 
   義についての理解に努めることについて記載。 

第五 米穀の新用途への利用の促進に際し配慮 
    すべき重要事項 
 
 ○米粉用米・飼料用米生産に当たって地域の農業振興計 
   画との調和を図ること、米粉用米・飼料用米の適正流通  
   確保のため主食用米と区分して管理すること、帳簿等を 
   整備すること、生産製造連携事業計画の実施状況・適 
   性流通確認のための報告徴収、計画認定取消し等の 
   措置、関係法令を遵守して米粉用米・飼料用米の安全 
   を確保すること、米粉を原材料とする加工品について、 
   関係法令を遵守して原材料の適切な表示を行うことに 
   ついて記載。 
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